
面積　211．44㎞2
男　　　23，868

女26，｛）64
計　　　49，932
世帯数　　　10，432
　　（住民基本台帳人口）
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新
庁
舎
へ
移
る
に
あ
た
っ
て

＋
日
町
市
長

村
山
謙
吉

に
分
散
執
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、

ん
に
．
こ
不
便
を
お
か
け
し
て
言
い
り
ま
し
た
が
、

上
に
あ
る
本
市
の
将
来
に
備
え
て
一
昨
年
よ
り
新
庁
舎
の

建
設
に
着
手
し
、
こ
の
た
び
一
応
完
成
の
運
び
と
な
り
、

来
月
十
二
日
よ
り
業
務
を
開
始
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
．

新
庁
舎
は
事
務
能
率
と
市
民
の
皆
さ
ん
の
利
便
に
意
を
用

い
、
二
階
市
民
ホ
ー
ル
、
市
民
相
談
室
な
ど
市
民
セ
ソ
タ

ー
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
的
に
考
え
、
最
も
利
用
さ
れ

る
窓
口
関
係
を
強
化
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
重
点

を
お
き
ま
し
た
。
私
ど
も
職
員
一
同
こ
れ
を
機
会
に
ま
す

く
姿
勢
を
正
し
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
親
し
め
る
殿
堂
と

し
て
今
後
の
市
勢
発
展
の
た
め
努
力
い
た
し
ま
す
の
で
、

．

こ
期
待
く
だ
さ
る
と
と
も
に
こ
の
う
え
と
も
ご
支
援
．
こ
協

力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

昭
和
二
十
九
年
三
月
市
制

施
行
以
来
、
市
域
の
拡
大

産
業
の
発
展
、
加
え
て
行

政
需
要
の
増
加
に
伴
な
い

こ
れ
ま
で
古
く
狭
い
庁
舎

　
　
久
し
く
市
民
の
皆
さ
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N駄号外 市報とおかまち昭和44年1月31日（金曜日） （昭和32年6月5日第三種郵便物認可） 2

山本地内の千歳町に建てられ

た市役所新庁舎は内部に柱を

みないバランスドラーメソ／

方式を採用し、採光、環境と

も良い健康的、開放的庁舎で

す。また市民の皆様の直接〆

関係の深い市民課、社会福祉事務所などを二階にまとめ外部からそのまΣ階段をのぽらないで入れるよう市民本位に殼計されています。

【
写
真
説
明
】

－
の
乙
Q
り

市　長　室

正副議長室

三階事務室

』
T
5
6
弓
4

市民ホール
正面入口附近

四階廊下附近

議会議場
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一3一
市　報　と　お　か　ま　ち．昭和44年1月3旧（金曜日）（昭和32年6月5日窮三種郵便物認可）No号外

塾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　範

　　　　　　　新庁舎のあらまし

口庁舎の位置
口庁舎の敷地
口庁舎の広さ
口庁舎の高さ
口構　　　　造

口着工年月日
口工　　事　　費

十日町市千歳町3丁目3番地

9，917．4㎡　（3，000坪）

4，830．94”～

22。47鎚（塔屋まで）

鉄筋コソクリート造り4階建

単柱平衡方式（パラソスドラー

メソ）

昭和42年8月
当初請負額　2億2干3百万円
追加変更後（工事中のものを含む）

　　　　　2億3千5百39万2千円

議場放送施設工事　　167万3千円

電話設備工事　　　　　405万円

家具工事　　　　　　　800万円

その他地盤調査費、設計費、監理

料等があります。

　　　　　　新庁舎の特色

口設計事務所特許バランスドラーメソ式採用。

　　　　　　　　　　　　　　（内部に柱をみない）

口大事務室方式をとったので窓口が多い。

口自動調節付き暖房設備。

口市民に直接関係のある課を2階にまとめ外部より直接

　2階に入るよう配慮した。

一2月12日から移転業務開始一一

新庁舎への移転は2月11日に行なわれ、12日から新庁舎で業務を

開始しますがこれに俘ない、いま』で分散しいてた農業委員会、

教育委員会、税務課評価係、農林課国土調査係などが新庁舎に入

ります。

なお新庁舎の建設工事は全部終了したわけではなく、庁舎の周囲

の整地等来年度に繰越す工事が若干残つていますので、完成式や

正式な一般公開は五月以降になるもようですが、市庁舎は市民の

皆さまの殿堂であり、日曜、祝祭日以外ならいつでもお気軽にご

来庁ご見学いたyきたいと思います。

罫3婁””73373隅騨器罫，曜213器一

圏欝罷薗醜
　　　　欄

市長、助役の両室を中心に市長公室・西側に農林課・建設課・東側

に財政課、農業季員会、商工課、庶務課及び選挙管理委員会事務局

があります。

機械室、電気室、書庫などが設けられ、夜間など時聞外の受付けは

南側の職員出入口にある当直室にお出でください．

　財　　　　　　　　　　助役室
　政　　　　　市長公室　　　　　　　　　応接室　　　市長室　　　会議室

　課　　　　　　　　フ

　　　　　　放送　　　　rY1L＿創　　“》

毒鮮匪琳虚工翻
十商工課
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組
ム
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7
女子
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　　　当直

休養室i タ
1
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鴛

プロパン

ワワ

醗
　
書
　 庫

消垂

女WC 暗室

i 女子更衣室

男子更衣室

控室 男WC

機　　械　　室 電気室 書　　　庫

倉　庫

西

市議会関係がほとんどを占め、風格のある議場をはじめ正副議長室

議員控室、議会事務局、大会議室、各委員会室のほか教育委員会、

監査室等が配置されています。

バ つ

議員控室 正副議長室

一

控窒　　i

議会事ム局 　　　　　L
ロ項．　　　軸㎡三・皿　　．鮫靖，
ロコココ　　　　　　賦
　　　u
　　　唖鐘　　退て

正面入口から右手に受付けがあり、庁内案内を行ないます。この附

近が市民ホールで右側に市民相談室が設けられています。この階は

市民に最も・関係のあ二る市民課、社会福祉事務所、南側に税務課、収

入役室、会計課．東側に衛生課、保険課が配置されています。
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〈
窓
口
事
務
を
二
階
に
集
中
V

新
庁
舎
へ
の
移
転
は
六
目
、
七
日
に
第
一
次
　
十
日
、

十
一
日
を
第
二
次
と
し
て
作
業
を
完
了
し
、
一
応
十
二

日
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

窓
口
の
関
係
は
一
時
的
に
混
雑
も
予
想
さ
れ
市
民
の
皆

さ
ま
に
．
こ
迷
わ
く
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
最
も
多

く
利
用
さ
れ
る
市
民
課
窓
口
は
玄
関
か
ら
入
っ
た
す
ぐ

左
手
に
設
け
、
住
民
登
録
、
印
鑑
証
明
等
各
種
届
出
は

い
っ
さ
い
集
中
さ
れ
窓
口
が
並
ん
で
い
ま
す
。
以
下
は

市
民
課
窓
口
事
務
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

■
十
日
町
市
へ

　
　
　
転
入
し
た
と
き

転
入
届

　
あ
た
ら
し
く
十
日
町
市
へ
転

入
し
た
方
は
旧
住
所
地
の
市
町

村
長
発
行
の
転
出
証
明
書
と
配

給
通
帳
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
る
方
は
年
金
手
帳
と
印
鑑
を

持
っ
て
転
入
し
た
日
か
ら
十
四

日
以
内
に
市
民
課
へ
転
入
届
を

し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
学

　
市
民
課
で
転
入
届
を
し
た
あ

と
教
育
委
員
会
で
所
定
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
転
出
す
る
と
き

転
出
届

　
十
日
町
市
か
ら
転
出
し
よ
う

と
す
る
方
は
配
給
通
帳
、
国
保

の
保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
あ

ら
か
じ
め
市
民
課
へ
転
出
届
を

し
て
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
転

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　づ　　　　　　　　　づ　　　　　　　　　づ　　　　　　　　　∫　　　　　　　　∫　　　　　　　　づ　　　　　　　　∫　　　　　　　　∫　　　　　　　∫　　　　　　　∫　　　　　　　5　　　　　　　∫　　　　　　づ　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　∫　　　　　づ　　　　　5　　　　　∫　　　　　多　　　　　∫　　　　∫　　　　∫　　　　5　　　　∫　　　づ　　　∫　　　∫　　　∫　　∫　　5　　5　　∫　づ　5　∫　づ∫∫1∫

出
予
定
日
と
行
先
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
季
節
出
稼
ぎ
の
よ
う
に

一
時
的
な
転
出
の
場
合
は
転
出

先
へ
住
所
を
移
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

■
転
居
し
た
と
き

転
居
届

　
十
日
町
市
内
で
住
所
が
変
わ

っ
た
と
き
も
十
四
日
以
内
に
配

給
通
帳
、
国
保
の
保
険
証
と
印

鑑
を
持
っ
て
市
民
課
へ
転
居
届

を
し
て
く
だ
さ
い
。

’
お
め
で
た
の

　
と
き

結
婚
し
た
ら

　
婚
姻
届
は
結
婚
式
当
日
に
出

す
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

一
、
夫
婦
の
本
籍
が
十
日
町
市

　
に
あ
る
と
き
は
婚
姻
届
一
通

　
を

　
、
夫
婦
の
一
方
の
本
籍
が
十

　
日
町
市
に
な
い
と
き
は
婚
姻

　
届
二
通
と

　
十
日
町
市
に
本
籍
が
な
い
方

　
の
戸
籍
抄
本
一
通
を

三
、
夫
婦
共
に
十
日
町
市
に
本

　
籍
が
な
い
と
き
は
婚
姻
届
三

　
通
と
二
人
の
戸
籍
抄
本
各
二

　
通
を
そ
れ
ぞ
れ
市
民
課
へ
。

　
な
お
結
婚
に
よ
っ
て
住
所
が

　
変
わ
る
の
で
転
入
、
転
出
、

　
転
居
の
項
で
述
べ
た
届
出
を

　
婚
姻
届
と
同
時
に
し
て
く
だ

　
さ
い
。

妊
娠
し
た
ら

　
な
る
べ
く
五
ヶ
月
ま
で
に
医

師
ま
た
は
助
産
婦
か
ら
証
明
を

も
ら
っ
て
市
民
課
へ
届
け
出
て

母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　
　
　
　
の

赤
ち
ゃ
ん
が
生
れ
た
ら

　
生
ま
れ
た
日
か
ら
か
ぞ
え
て

十
四
日
以
内
に
出
産
に
立
合
っ

た
医
師
ま
た
は
助
産
婦
か
ら
出

生
証
明
書
（
出
生
届
と
い
っ
し

ょ
に
な
つ
て
い
る
）
を
も
ら
い

母
子
手
帳
、
国
保
の
保
険
証
、

配
給
通
帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
市

民
課
へ
出
生
届
を
し
て
く
だ
さ

い
。
子
の
名
は
当
用
漢
字
の
ほ

か
許
さ
れ
た
交
字
し
か
使
わ
れ

ま
せ
ん
。

　
な
お
出
生
子
の
母
が
国
保
に

加
入
し
て
い
る
と
き
は
助
産
費

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
ご
不
幸
の
と
き

死
亡
し
た
ら

　
医
師
か
ら
死
亡
診
断
書
（
死

亡
届
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い

る
）
を
も
ら
い
、
死
亡
の
日
か

ら
か
ぞ
え
て
七
日
以
内
に
国
保

の
保
険
証
、
配
給
通
帳
、
国
民

年
金
を
も
ら
っ
て
い
た
方
は
，

年
金
証
書
と
印
鑑
を
も
っ
て
市

民
課
へ
死
亡
届
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
死
亡
し
た
方
が
国
保
へ
加
入

し
て
お
ら
れ
れ
ば
葬
祭
費
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

火
葬
場
と
霊
き
ゅ
う

車
の
使
用

　
死
亡
の
際
、
寝
棺
、
座
棺
の

別
、
出
棺
時
間
等
を
申
し
出
て

使
用
予
約
を
し
て
下
さ
い
。

　
使
用
料

▽
寝
棺
　
一
四
才
以
上
ほ
一
八

　
○
○
円
、
六
才
～
一
四
才
”

　
八
○
○
円
、
一
ヵ
月
～
六
才

　
”
六
〇
〇
円
、
一
ヵ
月
未
満

　
－
四
〇
〇
円

▽
座
棺
　
一
四
才
以
上
H
七
〇

　
〇
円
、
六
才
～
一
四
才
”
四

　
五
〇
円
、
一
ヵ
月
〇
六
才
”

　
三
五
〇
円
、
一
ヵ
月
未
満
”

　
三
〇
〇
円

▽
霊
き
ゆ
う
車

　
一
〇
キ
。
未
満
（
往
復
）
で
一

　
三
〇
〇
円
。
一
キ
ロ
増
す
ご
と

　
に
六
〇
円
。

■
そ
の
他

二
〇
才
に
な
っ
た
ら

　
満
二
十
才
の
誕
生
日
が
過
ぎ

た
ら

一
、
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
を

二
、
厚
生
年
金
や
、
共
済
年
金

　
等
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い

　
な
い
方
は
国
民
年
金
加
入
の

　
届
出
を

七
〇
才
に
な
っ
た
ら

　
満
七
十
才
の
誕
生
日
が
過
ぎ

た
ら
早
目
に
老
令
福
祉
年
金
の

請
求
手
続
き
を
市
民
課
へ
し
て

く
だ
さ
い
。

　
た
マ
し
い
ろ
い
ろ
な
制
限
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ら
ず
し
も

み
ん
な
の
人
が
も
ら
え
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

印
鑑
登
録
と
印
鑑
証
明

　
．
こ
本
人
が
登
録
し
た
り
、
証

明
を
受
け
る
印
鑑
を
も
っ
て
自

分
か
ら
届
出
を
し
ま
す
。

　
や
む
を
得
な
い
場
合
は
必
ず

ご
本
人
が
書
い
た
「
代
理
通
知

書
」
　
（
用
紙
は
市
民
課
に
あ
り

ま
す
）
か
委
任
状
を
代
理
人
に

持
た
せ
て
届
出
を
し
た
り
、
証

明
を
受
け
た
り
し
て
く
だ
さ

い
。

　
以
上
の
ほ
か
市
民
課
窓
口
で

取
扱
っ
て
い
る
も
の
は
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

①
戸
籍
関
係
の
届
出
。

②
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
の
謄
本

　
抄
本
証
明
書
の
交
付
。

③
主
食
の
配
給
に
関
す
る
こ

　
と
。

④
自
動
車
臨
時
運
行
許
可
と
仮

　
ナ
ソ
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
貸
出

　
し
。

⑤
国
保
の
加
入
、
脱
退
の
届
出

　
と
保
険
証
の
交
付
。

⑥
自
衛
隊
員
の
募
集
。

⑦
外
国
人
登
録
に
関
す
る
各
種

　
届
出
。

⑧
国
民
年
金
加
入
、
脱
退
の
届

　
出
、

⑨
国
民
年
金
保
険
料
の
徴
収
。

⑩
福
祉
年
金
の
請
求
。
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＜市の電話番号一覧＞
　7ん3111　　十日町市立保育所　　2～2351
　2（・2450　　　十日町市立高山保育所　　　7～8908

　2～2080　　　十日町市立鐙島保育所　　有線7～9919

　2～3641　　　　　　　　　　　　　　　　　 21604

　7型8918　吉田診療所　7～2894
　2～3924　新水診療所　7～3519
　2～2874　土市診療所　土市局39
下条局　　　4　　　十日町市水源地　　　2～3959

土市局101　　十日町市と畜場　　2’》3742

1協ll水沢地職同調理場土市局29
　7～3516　　車庫管理人住宅　　2～3004

代表電話は　7局31　1　1

所
署
舘
舘
ム
一
所
所
所
舘
舘
舘

役
防
民
禦
ぐ
張
張
民
民
民

市
消
公
民
舛
数
　
　
公
公
公

町
町
町
市
青
衛
出
出
出
区
区
区

日
日
日
町
肺
暫
条
沢
地
地
地

　
　
　
　
日
日
日
　
　
　
　
条
治
渡

十
十
十
十
十
十
吉
下
水
中
川
飛

2月9日からの市外、市内局番の変更に伴ない、市役所の電話

番号も7局3111（代表）となりその他市関係施設の電話も

別表のとおり変更になりました。

なお有線につきましては、農協の新庁舎への有線電話工事が

雪消えにならなければ実施できないということで、市役所へ

おかけになる場合はすべて公社線をとおしてご連絡くださる

勤務時間外直通局線番号
ください。　（勤務時間中は交換台）

5
　
6
　
7
　
8
　
9

4
巳
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

噌
ー
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

3
　
3
　
3
　
3
　
3

～
　
～
　
～
　
～
～

ヲ
『
　
7
　
7
　
ヲ
」
　
7

係
室
課
会
局

　
　
　
　
員
務

　
公

内
　
　
設
委
事

　
長
　
　
　
　
育
会

案
市
建
教
議

階
階
　
　
階

2
　
3
　
　
　
　
4

ようお願いします。したがいまして吉田地区の有線から市役

所にかけるときは⑨をダイヤルして農協有放局に市役所また

は7・》3111、その他の地区は0をダイヤルして同様市役所を

囎当直室｛灘

次の電話は、勤務時間外には直通になり

ますが、若し職員の退庁などのため通じ

なかったときは、すべて当直室におかけ

呼ぴ出すかたちとなります．

火事、救急は

119番へ

十同町消防署

　　　　　2《’2450

　　　　　7’》3110

一331一


